
 

 

 

市民生き生き、大きな未来！笑顔と希望のあふれる生駒！ 
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今日は、よしなみ のぶはる です。 

 新年おめでとうございます。 

 昨年1月の市議補選で当選させていただいて1年が経とうとしております。この1年、

皆様のご期待・ご要望に沿えるよう活動に努めてまいりました。なんとかやってこれたの

も皆様の叱咤激励・ご支援の賜物と感謝申し上げます。 

 振り返れば、いくつかの課題・目標が解決・実現し、また、いくつかの課題・目標が未

解決、実現不十分で残されております。そこで、 

        昨年１年の議会報告と 

今年の課題についてのご報告をさせていただきます。 

 
 
 

【１】３月議会 

（１）新年度予算 
 ○少子高齢化に伴う税収減に対応した緊縮予算にせざるを得ませんでした。 

 ○しかし、保育所の１ヵ所新設・２ヵ所増築への補助、ガラス製食器リサイクル事業の開始、遊休農地活用事業の推 

  進など子育て・環境・活力増進等に配慮した住みよい街づくりを進めるものとしました。 

 
（２）国民健康保険税の改定 
 ○予算に関連して改定（18.35％アップ）を余儀なくされ、市民の負担が増えることとなりました。 

 ○その解消のために国民健康保険会計の黒字化が今後の課題です。 

 
（３）『第５次総合計画』の策定 
 ○まちづくりの基本法（日ごろは意識されることは少ないが実はまちづくりの基本を支えているきまり）として策定 

  しました。 

 ○今後の良好なまちづくりはこの計画を基に進めていきます。 

【２】６月議会 

（１）行政委員の報酬の支給方法の改定 

      ※行政委員：教育委員会等の行政委員会の委員と監査委員。 

 ○月額制（勤務日数に関係なく毎月一定額を支給）から日額制（勤務日数に応 

  じて支給）に改定しました。 

 ○これは、長年放置されてきた不適切な制度を改革しようという努力の一環と 

  して行なったものです。 

 

 

A．昨年 1 年の議会の動き 



 

 

（２）住民票等コンビ二交付制度の創設 

 ○これは、住民票・印鑑証明（いずれは戸籍証明も）が市内外のコンビ二（当面はセブンイレブンのみだが他のコン 

  ビ二にも拡大していく）に設置した端末機から住基カードと暗証番号を使って交付を受けることができるというも 

  のです。 

 ○便利になりますが、個人情報漏洩のリスクはないかが今後の課題です。 

【３】９月議会 

（１）病院関連３議案が可決され、ついに市立病院建設の扉が開 

  かれました。 
 ○しかし、賛成１２・反対１０の僅差でした。昨年のリコール 

  運動で新病院反対派であった汚職議員を辞職させ、1月の市 

  議補選で新病院推進派である私が当選させていただいてい 

  なければ、賛成１１・反対１１となり、議長が反対すれば病 

  院議案はまたしても否決されていたところでした。 

 ○新病院建設の扉を開く上で大きな役割を果たさせていただ 

  いたことに喜びを感じております。 

 ○なお、県による新病院の開設許可が昨年末の１２月１５日に 

  下りたことも嬉しい知らせでした。 

 
（２）「まちをきれいにする条例」(ポイ捨て禁止条例)の制定 
 ○たばこの吸い殻・空き缶等のポイ捨てや犬等のふん放置を禁止するものです。 

 ○残念ながら反対多数で罰則は削除されてしまいましたので、効果の低いものになってしまいました。その点の見直 

  しが今後の課題です。 

 
（３）学研高山地区第２工区まちづくり計画 

 ○１０月２０日に県がこの計画の検討を中止したと発表したことが報告されました。 

 ○これで、高山地区第２工区まちづくり計画は白紙に戻りました。 

 

【４】１２月議会 

（１）市議の報酬・定数削減 

 ○注目を集めたこの問題に関しては、次の４つの議案が審議されました 
    ①直接請求に基づく「議員の報酬３０％・定数６人の削減」案（直接請求案） 

    ②直接請求案を修正した「議員の報酬１５％・定数４人の削減」案（角田議員と吉波が提案） 

    ③市長が提出した「議員の報酬１２％の削減」案（市長案） 

    ④市長案を修正した「議員の報酬１２％余の削減・それの新期議員からの適用」案 
 ○結局、④が可決されて報酬が１２％余削減されることのみ決まり、定数削減は３月議会に向けての課題として残さ 

  れました。 

（２）景観計画 

 ○景観計画とは、04(H16)年に施行された「景観法」に基づき、景観行政団 

  体が法の手続きに従って定めることができる「良好な景観の形成に関する 

  計画」のことです。 

 ○生駒市が景観計画を定めることが出来る景観行政団体となることが決まり、 

  来る３月議会で景観計画が策定される予定となりました。 

 

（３）指定管理者の改定 

 ○指定管理者制度はサービス向上・経費削減を狙いとするもので、自治体設 

               置の「公の施設」の管理運営を、民間企業やＮＰＯでもできるようにした制度です。 

                   ○今回、９つの施設の指定管理者の改定を行ないました。 

 
（４）社会教育施設等の使用料減免制度継続を求める請願 

 ○施設を使用する人としない人との公平の維持・一定の受益者負担の必要から不採択となりました。 

 ○減免制度廃止の代替措置として、施設を使用する団体のうち公共公益性の強い団体への補助金制度の拡充強化を行 

  政に求めました。 

  ＜新病院完成予想図＞ 



 

 

 
 

 

【１】一般質問 

＊一般質問とは、議員が一般的な問題（議会で議案に上ってい

ない市政のいろいろな問題）について、本会議で行政側に質

疑・要望等することです。行政から回答がありますが、それ

について事後点検し、必要があれば再度後日の本会議で一般

質問します。 

 
＜吉波が６月議会から１２月議会までに行なった一般質問とそ

れに対する行政側の回答は次のとおりです。＞ 
 

（１）国民健康保険の窓口負担減免制度 

 ○これは、国民健康保険加入者が医療機関に支払う原則３割の 

                          窓口負担金を生活困難を理由に減免する制度です。この制度 

                          の実施を求めました。 ○回答：実施の方向で検討。 

 
（２）緑の基本計画 

 ○これは、“花と緑と自然の都市・まちづくり”の基本的な方向を示したものです。この計画を市民と行政の協働の 

  取り組みとして進めていくことを求めました。 

 ○回答：今後も要望に沿った方向で進めていく。 

 

（３）常設型住民投票制度 

 ○これは、一定数の市民の請求があれば必ず住民投票が行なわれる制度です。実 

  施可能なものとして制定することを求めました。 

 ○回答：しかるべく制度設計していく。 

 
（４）「良好なまちづくりの新体制」 

 ○これは、最上位計画たる『総合計画』に沿った『都市計画マスタープラン』と『景観計画』に基づき、『自治基本 
  条例』に支えられた住民参画の下に進められるまちづくりの体制です。これを構築・推進することを求めました。 

 ○回答：しかるべく進めていく。 

 

（５）新病院建設の懸念事項 

 ○懸念事項とは、地元合意・狭い敷地・指定管理者の厳しい公募条件といったことです。これらについて質しました。 

 ○回答：懸念事項はクリアしていけると考えている。 

【２】委員会質問 

 ＊現在の生駒市議会には４つの常任委員会（企画総務・市民福祉・環境文教・都市建設）と６つの特別委員会（生駒

駅前再開発・北部地域開発・新病院設置等に関する、など）があります。その委員会で、議員自ら取り上げたい課題や

市民から頂いた要望・意見を質問（質疑・要望等）するのを委員会質問といいます。 

 市民から要望・意見を頂いた場合、簡単なものはすぐに部や課に伝えますが、重要なものは委員会で質問し、特に重

要なものは一般質問します。 

＜例えば次のような委員会質問を行いました。＞ 
 

（１）有機（自然）農法の奨励・補助制度を提案・要望。  回答：調査の上、前向きに検討したい。 

 
（２）さる小学校通学路の危険ヵ所を指摘し、その安全化を要請。  回答：速やかに安全対策を実行する。 
 

 

 

 

 

B．一般質問と委員会質問 

 

一般質問 
いたします。 



 
 

 

 
 

【１】３月議会 

（１）議員の定数削減  （２）景観計画の策定  （３）常設型住民投票条例の制定  （４）１％支援制度の創設 

     ※１％支援制度：市民税の１％を市民が支援したい市民活動団体に交付することで市民活動を促進する制度。 

 

【２】３大プロジェクト 

（１）新病院 地域医療体制・地域医療連携 

    の中核病院として建設するよう準備 

    を進めていきます。 

 
（２）学研高山第２工区（奈良高山里山） 

    約４割の土地が民間地権者の所有 

    地という条件の中で里山保全してい 

    くという困難な課題に取り組んでい 

    かねばなりません。 

 

（３）生駒駅前再開発  生駒の顔である生駒駅前にふさわしい再開発となるよう努めてまいります。 

 

【３】市民の方々からも要望がある重要な課題 

（１）学校給食の安全化 （２）長年放置されてきた不適切な制度の改革 

（３）ゴミゼロ化 （４）議会基本条例の制定、など。 

 

【４】「議会は人なり」（良き議員からなる議会は良き議会である）といえるので 

   あれば、４月の統一地方選挙は最大の議会改革の最大のチャンスとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C．今年の課題 

  ＜奈良高山里山＞ 

D．お知らせ・お願い 

ブログ（ホームページ）のお知らせ 

 紙面に限りあるこの議会報告では

記せない「最近の注目速報（ホットな

話題）」・「リアルタイムの議会報告」・

「市政に関する情報・知識」などの記

事を載せております。 
 「吉波伸治」または「よしなみのぶ

はる」で検索してください。ご訪問を

お待ちいたしております。 

■吉波伸治プロフィール 

1949年 大阪に生まれる 

1967年 奈良県立奈良高校卒業 

1974年 大阪市立大学文学部（哲学科）卒業 

1977年 大阪府立高等学校教諭（社会科）となる（３３年間勤務し、昨年 

     2010年１月市議補選立候補に伴い退職） 

1989年 生駒市に居住（現在に至る） 

2002年 ｢高山住民投票の会｣の設立に参加し、世話人として活動 

2005年 ｢市民自治の会 さわやか生駒｣の設立に参加し、役員として活動（現 

     在に至る） 

2009年 ｢市立病院の開設を求める署名実行委員会｣の設立・署名活動に参加 

2009年 ｢酒井議員をリコールする会｣の設立に参加、世話人として活動 

2010年 ｢生駒市議会の定数と報酬の削減を求める会｣の設立に参加、世話人 

     として活動（現在に至る） 

ご意見・ご要望・ご質問等がございましたらご連絡ください。 
 

「よしなみのぶはるをサポートする会」に入会してください。入会していただくだけで何より

の支援になります。入会費はありません。住所／氏名／電話番号をハガキまたは手紙にご記入

の上、この議会報告の発行責任者（吉波）のところまで送っていただくだけで入会していただ

けます。よろしくお願いいたします。 


